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No.830 2023 年 2 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

年
金
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

　
　医
療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

の
み
な
さ
ん
に
、
ご
自
身
の

健
康
と
医
療
に
対
す
る
認
識

を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
診
療
日
数
な
ど
の
受
診

内
容
に
誤
り
が
な
い
か
を
ご

確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

「
医
療
費
等
通
知
書
」
を
令
和

５
年
２
月
中
に
お
送
り
し
ま

す
。

　
今
回
の
お
知
ら
せ
は
、
主

に
令
和
４
年
７
月
か
ら
10
月

の
間
に
医
療
機
関
で
受
診
さ

れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

◆
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
確
定
申

告
等
が
簡
単
に
利
用
で
き
る

よ
う
に
、
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
の
電
子
送
付
サ
ー
ビ
ス

を
開
始
し
ま
し
た

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
の

電
子
デ
ー
タ
を
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
の
「
お
知
ら
せ
」
で
受

け
取
れ
る
電
子
送
付
サ
ー
ビ

ス
を
開
始
し
ま
し
た
。
令
和

５
年
１
月
か
ら
は
、
受
け
取
っ

た
電
子
デ
ー
タ
を
国
税
庁
の

提
供
す
る
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
等
に

取
り
込
む
こ
と
が
で
き
、
簡

単
に
確
定
申
告
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
後
払

い
（
追
納
）
を
お
勧
め
し
ま

す
！

　
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
計
算
す
る
と
き
に
、
保
険

料
の
免
除
・
納
付
猶
予
や
学

生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け

た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合

と
比
べ
て
年
金
額
が
低
額
と

な
り
ま
す
。

＊
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特

例
の
期
間
は
年
金
の
受
給
期

間
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。

　
し
か
し
、
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
後
か
ら

納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
に

よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年

金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
ま
た
、
社
会
保
険
料
控
除

に
よ
り
、
所
得
税
・
住
民
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、

追
納
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
追
納
が
で
き
る
の

は
追
納
が
承
認
さ
れ
た
月
の

10
年
以
内
の
免
除
等
期
間
に

限
ら
れ
ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶

予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
さ
れ
た
期
間
の
う
ち
、
原

則
古
い
期
間
の
分
か
ら
納
付

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは「だれでもカフェ奥多摩」を開催
します。午前中のひと時、おしゃべりをしながら簡単な工作などを一緒に楽しみません
か？今回は『吊るし飾り』を作ります。
当日はコープみらいのスタッフ数名が会場で皆さまの来場をお待ちしています。

【日時】 ２月１７日（金） １０：３０～１２：００

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 【定員】 １０名

【申込不要】 直接会場へお越しください。

【問い合わせ】 コープみらい東京都本部 参加とネットワーク推進部

☏ ０３ ３３８２ ５６６５ （９時～１７時 土日祝日休み

※この活動は、コープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を
目的としているものではありません。 ※状況で中止になる場合があります。

※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。（ ☎ ８３ ８５５５）
※感染予防のため当日の検温とマスク着用をお願いします。※体調がすぐれない方は来場をお控えください

一緒に
「吊るし飾り」
を作りましょう！
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No.830 令和 5年 2月 5日広 報 お く た ま

住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

「ちょこっと共済」

～東京都市町村民交通災害共済～

　令和５年度「ちょこっと共済」（東京都市町村民交通災害共済）の申し込みを開始しました。

　申し込み方法などは、つぎのとおりです。

【会費（年額）】Ａコース　１，０００円　・　Ｂコース　　 ５００円

　＊中学生以下の方（平成２０年４月２日以降に生まれた方）については、会費のうち一人５００円の

　　補助を町から受けられます。

【見舞金】Ａコース　最高３００万円　・　Ｂコース　最高１５０万円

【加入申込方法】

　つぎの①から④のうち、いずれかで申し込みください。

　①自治会経由での申し込み

　　⇒２月２８日（火）までに組長へ申し込みをしてください。

　②役場住民課または古里出張所での申し込み

　　⇒加入申込書と会費をご持参のうえ、直接窓口にお越しください。

　　　（受付けは、土・日・祝日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時）

　③臨時受付窓口での申し込み

　　⇒下表の日程で休日臨時受付窓口を開設します。加入申込書と会費をご持参のうえ、直接窓口へ

　　　お越しください。

　　　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、変更となる場合もあります。

　④ネット申し込み

　　⇒中学生以下の方（平成２０年４月２日以降に生まれた方）がいる世帯は、①から③の方法で申し

　　　込みください。

 

 

休 日 臨 時 受 付 窓 口

日　　　　　　　時 会　　　場

３月１２日（日）
 午前９時～午後４時
 ＊午前１１時３０分～午後１時を除く

 役場住民課（本庁舎内）

＊加入申込書付パンフレットは、自治会を通して配布します。

＊日本国内で発生した、交通機関の交通による人身事故が対象となります。

＊見舞金の請求には、交通事故（人身）証明書が必要となります。自転車の単独事故などであっても、

　必ず警察へ届け出てください。

　詳しくは、加入申込書付パンフレットをご覧ください。

　※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車

  

な
ど
の
廃
車
の

    

手
続
き
に
つ
い
て

　
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日

に
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
バ
イ
ク
や
車
が
な
い

の
に
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
し

な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
税
金
が

か
か
り
ま
す
の
で
、
必
ず
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
廃
車
手
続
き
先
〕

〇
町
役
場
…
標
識
番
号
が
「
奥

多
摩
町
」
で
始
ま
る
排
気
量

１
２
５
㏄
以
下
の
原
動
機
付
自

転
車
、
小
型
特
殊
自
動
車

〇
軽
自
動
車
検
査
協
会
東
京
主

管
事
務
所
八
王
子
支
所
（
青
梅

市
所
在
）
…
軽
自
動
車

☎
０
５
０(

３
８
１
６)

３
１
０
３

〇
八
王
子
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
…
排
気
量
１
２
６
㏄
以
上

の
バ
イ
ク

☎
０
５
０(

５
５
４
０)

２
０
３
４

※
問
い
合
わ
せ
は
、
各
事
務
所

ま
た
は
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０
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殊
自
動
車

〇
軽
自
動
車
検
査
協
会
東
京
主

管
事
務
所
八
王
子
支
所
（
青
梅

市
所
在
）
…
軽
自
動
車

☎
０
５
０(

３
８
１
６)

３
１
０
３

〇
八
王
子
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
…
排
気
量
１
２
６
㏄
以
上

の
バ
イ
ク

☎
０
５
０(

５
５
４
０)

２
０
３
４

※
問
い
合
わ
せ
は
、
各
事
務
所

ま
た
は
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０


